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主        文 

           被告人を懲役６年に処する。 

未決勾留日数中３３０日をその刑に算入する。 

理 由 

（犯罪事実） 

 被告人は， 

第１ Ａ大本山Ｂ寺の末寺であるＣ寺の住職であり，宗教法人Ｃ寺の代表役員であ

るが，Ｃ寺の代表総代を自称していたＤと共謀の上，Ｅ株式会社から，財団法

人（現一般財団法人）Ｆが所有する座禅研修施設であるＦの改修工事及び宗教

法人Ｂ寺が所有する事業施設であるＧの建替工事の工事請負に関する建設保証

金の名目で現金をだまし取ろうと計画し，真実は，同財団法人，同宗教法人及

び宗教法人Ａにおいて，前記各工事を発注する意思はなく，工事代金等を支払

うことができるだけの資金の確保も計画しておらず，かつ，被告人及びＤに各

工事の発注権限を与えた事実もなかったのに，これらがあるかのように装い，

平成２５年４月頃，京都府宇治市ａｂ番地所在の前記Ｂ寺及び同市ｃｄ番地所

在のＦの各施設内等において，複数回にわたり，Ｄが自ら，あるいは，情を知

らないＩらを介して，Ｅ株式会社の代表取締役であるＪに対し，「工事は，Ｆ

の改修工事とＢ寺Ｇの建替工事の２件です。最初にＦの改修工事をしてから，

Ｇの建替工事をします。工事予算は，Ｆが１７億円くらいで，Ｇが５億円くら

いです。条件として，先に３億円を建設保証金として出していただきます。こ

の３億円は，請負工事代金に含めてお返しします。３億円は，Ｆの理事を入れ

替えるための退職金に使います。」「２件の工事とも，ＡＢ寺が末寺から集める

寄付金で工事します。Ｆは，Ｂ寺の所有地に建っていて，Ａの僧侶の宿泊施設

として建てられたものなので，Ｂ寺で集めた寄付金をその建設資金に充てるこ

とができます。２件の工事とも，Ａの許可は出ています。」などとうそを言い，

Ｊをして，Ｅ株式会社が建設保証金として３億円を支払えば，Ｅ株式会社が前
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記各工事を受注でき，建設保証金３億円の返還分を含む請負工事代金全額の支

払を受けられるものと誤信させ，よって，同年５月３０日，Ｊをして，Ｅ株式

会社から e 町 f番地 g所在の株式会社Ｋ銀行Ｌ支店に開設された

Ｄ名義の普通預金口座に２億円を振込入金させるとともに，同月３１日，Ｆに

おいて，Ｊから現金１億円の交付を受け，もって人を欺いて財物を交付させた 

第２ 宗教法人Ｃ寺の代表役員であり，前記ＤはＭ株式会社の代表取締役であると

ともに，Ｃ寺の代表総代を自称していた者であるが，被告人及びＤは，平成２

４年１月２５日頃，Ｃ寺が，株式会社Ｎから１億５０００万円を借り入れるに

当たり，被告人及びＤにおいて，その頃から平成２６年３月１１日頃にかけ，

Ｃ寺あるいは被告人が所有する別紙物件目録記載の不動産合計１１物件（以下

「本件不動産」という。）に係る登記済証等，所有権移転登記に必要な書類を

株式会社Ｎの代表取締役Ｏに交付して預け，同人との間で，Ｃ寺が前記１億５

０００万円及びその利息金等（以下「借入金等」という。）を株式会社Ｎとの

間で定めた支払期限までに株式会社Ｎに支払わなければ，本件不動産の所有権

を株式会社Ｎに移転する登記を行うことを了承する旨合意した上，同年５月２

０日，株式会社Ｎから，既に支払期限が経過しており，同月２２日までに借入

金等を支払わなければ本件不動産の所有権移転登記を行う旨の通知を受けたに

もかかわらず，同日までに借入金等を支払わなかったのであるから，株式会社

Ｎが本件不動産の所有権移転登記手続を行う際には，前記合意に従い，速やか

にこれに協力すべき任務を負っていたのに，その任務に背き，同移転登記の申

請手続について委任を受けたＰ司法書士が，同月２３日に，

ｉ番地ｊ所在の松山地方法務局に対して，同年４月３０日付けで被告人あるい

はＣ寺が本件不動産を株式会社Ｎに売買した旨の所有権移転登記申請をしたこ

とに対し，同移転登記を妨害することで，Ｃ寺及び被告人の利益を図り，株式

会社Ｎに財産上の損害を加える目的で，共謀の上，被告人において，同年５月

２９日頃，同法務局において，同法務局登記官に対し，「権利書が搾取された
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ため，不正な登記の申請がされるおそれがある。」などとする内容虚偽の記載

をした不正登記防止申出書等を提出した上，同年６月１０日，同法務局におい

て，同法務局登記官に対し，「私の知らぬうちに登記申請がなされた。代理人

とは会ったことがない。」などと虚偽の申立てをするなどし，同法務局登記官

をして，同月２３日付けで前記登記申請を却下させ，これに引き続き，被告人

及びＤにおいて，同年７月８日，同法務局において，情を知らないＱをして，

同法務局登記官に対し，本件不動産に対し，平成２２年１２月９日付けでＭ株

式会社を根抵当権者，被告人あるいはＣ寺を根抵当権設定者，Ｃ寺を債務者と

する極度額２億円の共同根抵当権を設定した旨の内容虚偽の共同根抵当権設定

登記の申請をＭ株式会社及び被告人あるいはＣ寺の共同申請名義で行い，平成

２６年７月１５日頃，同所において，情を知らない同法務局登記官に，本件不

動産の登記簿の原本として用いられる電磁的記録である登記記録にその旨不実

の登記をさせ，これをその頃同所に備え付けさせて公正証書の原本としての用

に供するとともに，本件不動産に株式会社Ｎの所有権に対抗し得る共同根抵当

権を設定し，さらに，被告人及びＤにおいて，同月１８日及び同年８月２７日，

同法務局において，情を知らない前記Ｑをして，同法務局登記官に対し，同年

４月１０日付けで被告人あるいはＣ寺が本件不動産を宗教法人Ｒ寺に寄付した

旨の内容虚偽の所有権移転登記の申請を同宗教法人及び被告人あるいはＣ寺の

共同申請名義で行い，同年７月２８日及び同年９月１日頃，同所において，情

を知らない同法務局登記官に，本件不動産の登記簿の原本として用いられる電

磁的記録である登記記録にその旨不実の登記をさせ，これをその頃同所に備え

付けさせて公正証書の原本の用に供するとともに，本件不動産に株式会社Ｎの

所有権に対抗し得る所有権移転登記を行い，もって株式会社Ｎに財産上の損害

を負わせた 

ものである。 

（証拠の標目） 
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 省略 

（事実認定の補足説明） 

第１ 判示事実第１について 

１ 判示事実第１記載の詐欺については，被告人がＤと共謀したと言えるか，及

び，被告人に故意が認められるかについて，争いがある。この点について，弁

護人は，本件は共犯者とされるＤが単独で行ったものであり，被告人はＤから，

工事の発注権限の委任を受けたこと，及び，工事代金の確保についての計画の

存在を聞いていたことからすると，被告人とＤの間に意思連絡はなく，故意も

認められないと主張する。 

２ まず，被告人の供述と共犯者であるＤの証言を除く，その他の関係各証拠か

ら，次のとおり，犯罪事実欄記載の詐欺の外形的事実が認められる。 

Ｄが自ら，あるいは，情を知らないＩらを

介して，複数回にわたり，Ｅ株式会社の代表取締役であるＪに対して，Ｆの改

修工事を行うこと，３億円の建設保証金が必要であること，建設資金はＢ寺で

集めた寄付金を充てることなど，犯罪事実欄記載の欺罔文言を申し向けたこと，

Ｊ Ｄ名義の普通預金口座に２億

円がＪから振り込み入金され，翌３１日には，ＤがＪから現金１億円を受け取

ったこと，がそれぞれ認められる。 

なお，平成２９年２月１４日付け起訴状記載の公訴事実（第２回公判におけ

る起訴状の訂正を含む。）には，Ｊに対する一連の欺罔文言について，「被告人

及びＤが自ら，あるいは」「Ｉ」「らを介して」「うそを言」ったこととなって

いるが，当公判廷で証言した関係者の中で被告人が一連の欺罔文言の一部を述

べたことを明確に証言している者はおらず，いずれも曖昧な証言にとどまって

いることからすると，被告人がＪに対して自ら発言したことについては合理的

な疑いが残るのであって，判示のとおり，一連の欺罔文言は「Ｄが自ら，ある

いは」「Ｉ」「らを介して」うそを言ったものと認定した。 
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３ 次に，上記の詐欺の外形的事実について，被告人がどのような認識であった

のかについて検討する。 

 この点，関係各証拠から，平成２５年４月２７日，被告人は，Ｂ寺でＳら

と会うとともに，Ｄが，Ｆの改修及びＧの建替工事（以下「本件各工事」と

いう。）について，Ｓらに対して説明していた際，被告人も同席していたこ

と（Ｓ証言８ないし１４頁，Ｉ証言２８ないし３２頁），及び，その際，Ｄ

は，工事の資金についてはＡの末寺からのお布施を集めて建て直すこと，工

事の発注についてはＦやＢ寺から全て任されており，Ａの許可は得ている等

の説明をした（Ｓ証言１１ないし１３頁，甲５４）ことが認められる。そう

すると，ここに同席していた被告人としても，通常は，本件各工事について

の説明内容を認識していたものと推認することができる。 

 その上で，まず資金計画の点について検討 平成２２

年９月頃，株式会社ＴがＵ銀行に対して負う２億円の債務について，被告人

自身が連帯保証人になっていたことを自認しているところ（第１０回被告人

平成２４年１２月

末時

これに先立つ平成２４年１月には，Ｄが株式会社Ｎから１億５０００万円の

融資金を受領したことを，被告人は認識していたことを自認している（第９

回被告人供述１０，１１頁）ことからすると，被告人は，本件当時，株式会

社Ｔが多額の借入れをしている状況にあるだけでなく，借入れの返済も滞り，

多額の負債を抱えたままの経営状況であったことを認識していたと推認でき

る。そうだとすると，被告人において，特に具体的かつ現実的な資金確保の

方法があるとの認識が無い限り，Ｅ株式会社に本件各工事を発注しても，Ｄ

あるいは株式会社ＴがＥ株式会社に対し，３億円を含む工事代金を返済する

能力が疑わしいことを認識していたと推認することができる。 

 次に本件各工事の発注権限及び発注意思の点について検討する。まず，Ｇ
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被告人は，平成２２年頃から平成２３年頃まで，宗教

法人Ｂ寺の宗会に，宗会議員として出席していた上（甲１１８）， Ｂ寺の

規則を見たことがあったことを自認している（第１０回被告人供述５１頁）

ことからすると，被告人において，本件当時，宗会の決議など何らかの内部

手続を経る必要があることを認識していたと推認することができる。このこ

とは，別の宗教法人ではあるものの，実際に被告人がＣ寺の建替工事の関係

で，Ａに対し，自ら財産等処分申請書を提出していること（甲２資料１－２，

第９回被告人供述５，６頁）からも，被告人が宗教法人における財産処分の

方法について認識していたことが裏付けられている。そうすると，本件当時，

Ｇの工事について，そのような内部手続は全く履践されておらず，被告人は

内部手続が履践されていないことを認識していたのであるから，被告人がＢ

寺において本件各工事の発注権限や発注意思が無かったことを認識していた

と推認することができる。 

また，Ｆの工事については，そもそもＦは財団法人であって，財団法人に

おける多額の借財や重要な財産の処分は，法律上理事会の承認事項であるか

ら，本件のような工事について，何らかの内部手続を経る必要があることは，

具体的な法律の存在を知らなくても，認識し得たと言える。特に本件では，

Ｆにはさしたる財産や収入もなかったのであるから，本件のように億単位の

莫大な費用がかかり，かつ，現状からの変更の著しい工事については，理事

長の独断で決定できるような事項と考える余地はなく，理事会の決議等何ら

かの内部手続を経る必要があることを認識していたと推認することができる。

加えて，本件では，被告人自身，Ｅ株式会社に本件各工事の依頼をした後の

平成２５年７月以降，Ｆの理事に就任し，理事会に出席するようになった後

の段階においても，Ｆの工事について議題に挙げるようなこともせず（甲１

２０），また，平成２６年４月１日に代表理事に就任（甲５０）してからも，

改修工事に着手するような行動を一切取っていないことからすると，被告人
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においても，本件当時，Ｆに工事の発注権限や発注意思が無いことを認識し

ていたものと推認することができる。 

 

株式会社Ｔの経営状態を認識し，同社には多額の融資金を返済する能力がな

を認識していたことからすると，ＤのＪに対する一連の発言内容をその場で

聞いていた被告人としては，Ｄの発言が虚偽であり，Ｄの行為が詐欺罪にあ

たることを認識していたものと合理的に推認することができる。 

 そこで更に進んで，被告人とＤとの間に，詐欺罪の意思連絡が認められる

かどうかについて検討する。 

工事は，Ｆの理事長を被告人に交

代するという話と同時期に進められてきた案件であることは被告人が自認す

るとおりであり（第１０回被告人供述３頁）

に関係する建築物の建替工事を内容とするものであって，その専門性が高い

だけでなく，被告人にも直接利害関係があり，その程度も高いものがある案

Ｊは，被告人がＡの末寺である

Ｃ寺の住職，及び，Ｖ教団第２代教祖の血縁という被告人の地位を信用して

多額の融資を行ったもの（Ｓ証言６，３１頁，甲５４，甲５５）であり，そ

の意味では被告人の地位に対する信頼なくしてＪから融資の約束を取り付け

ることはできなかったと言え，被告人の存在は本件犯行にとって必要不可欠

であったといえる。そうすると，共犯者であるＤが被告人の関与なくして独

断で，専ら自己のために本件詐欺を計画・立案し，実行したとは到底考えら

れないのであって，その後にＦの理事に被告人とＤが就任したり，Ａの総長

からの委任状を取得したりするという宗教法人内部での諸手続き等も勘案す

ると，被告人は少なくとも共犯者と同等の立場で本件の企画・立案段階から

平成２４年
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７月頃，証人ＩとＤが本件各工事に関連して資金提供をしてくれる業者につ

いて話し合う場に同席していた（Ｉ証言２５頁，第１０回被告人供述９ない

し１１頁）ことが認められるなど，被告人が本件各工事にある程度関与して

うち，被告人の述べるところによっても少なくとも２３００万円が被告人の

手元に流れていること（第１０回被告人供述１９ないし２１頁）などの事実

も認められることも合わせ考慮すると，被告人は，Ｄが自己及び被告人のた

めに一連の行為に及ぶことを認識，認容し，そのことをＤも認識していたと

推認するのが相当である。以上の事実を前提にする限り，被告人とＤとの間

には，本件詐欺罪についての意思連絡があったということができる。 

４ ところで，共犯者であるＤは，本件詐欺について自己の関与した点について，

被告人からの指示であった旨証言しており，この点は共犯者と被告人との共謀

の有無や被告人の量刑を決める上で重要な点であるところ，弁護人はその信用

性を争ってＤの証言は事実認定に用いるべきではない旨主張しているため，念

のためその証言の信用性についてここで判断することとする。 

Ｄは，当公判廷において，本件一連の犯行は，いずれも被告人の指示の下，

被告人のために行った行為である旨一貫して証言している。 

確かに，前記のとおり，本件は被告人の関与無くしては考えられない犯罪で

あることに加え，被告人とＤの付き合いは，平成７年頃，Ｄが家族の祈とうを

お願いするためにＣ寺を訪れたことがきっかけとなって始まったもので，Ｄが，

被告人に家族を救ってもらったと感じ，被告人に対する多大な恩義に報いるた

め，長年に渡り，お布施と称して被告人に金銭を渡す等，経済的，社会的に被

告人に利益になる行為をしてきたという趣旨の証言をしていることなどからす

ると，被告人の関与が無いとは言えないという限度ではＤの証言も信用できな

いわけではない。 

しかしながら，他方，Ｄ自身，同様の件で刑事公判中であるところ，詐欺罪
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については判示認定のとおり，もっぱらＤが被害者に欺罔文言を告げたものと

認められるのに，当公判廷ではこれを否定していたり，融資金を返済する意思

があったかのように述べて詐取の故意を否定する趣旨の供述をしていたり，ま

た，一部捜査段階とも異なる証言をするなど，供述の変遷もうかがわれるので

ある。そうすると，Ｄが自己の罪責を免れるために被告人に必要以上に罪をか

ぶせるような証言をしている可能性も完全には否定できないところである。ま

た，被告人が主導的に犯行に及んだとするＤの供述を支える他の有力な間接事

実は見当たらず，かえって，本件詐欺により被告人自身が実際に得た金銭は，

証拠上２３００万円程度と認められ，３億円の詐取金全体からすると，その割

合は１割以下にとどまっているのである。 

そうすると，本件犯行は被告人から指示されて行ったものとするＤの証言を

完全には信用しがたいのであって，上記のとおり，他の証拠関係から，被告人

とＤはほぼ同等の立場でそれぞれの役割を果たしたものと評価するのが相当で

ある。 

５ 被告人供述について 

 最後に，被告人の当公判廷における供述の信用性について，検討する。 

成２３年３月頃，ＡのＷ総長からＦの理事長を交代してくれないかという話

があり，また，Ｆの建替工事の話については，Ａにはお金がないので，誰か

るという本件各工事の具体的な金額は，Ｆが約８億から１０億円，Ｇが約５

億から１０億円という認識だった 株式

会社Ｔが平成２２年に差押えを受けていたことは，当時は知らなかった（第

Ｄが自

分の会社で支払うと言っており（第１０回被告人供述５，９，４３頁），海

外から約１００億円ほど融資が受けられ，平成２４年のうちには融資が入る
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から工事の費用は大丈夫だとも言っていたので，それを信頼していた（第１

Ｄからは，末寺の寄附を集め

て払いたいということも言われたが，それに対しては，無理だと思うと答え

ＦとＧの工事の発注権限に

ついては，総長に権限があると思っており，他に手続は必要ないと思ってい

Ｄは，総長から委任状

をもらったと話していたので，本件各工事の発注権限については問題ないと

Ｊとどのよ

うな契約があるのか等については，全く分からない状態だった（第１０回被

告人供述２２頁），などというのである。 

 上記の被告人の供述を前提にすると，被告人は，Ｄから改修工事について，

お布施で賄うことについて相談を受けた際に無理ではないかとこれを否定し

たばかりでなく，被告人自ら実際に寄附を募ることもせず（第１０回被告人

供述７６頁），Ｄが任意の寄附を募ってはいないことも認識していた（第１

０回被告人供述７９，８０頁）ことになるが，それにもかかわらず，本件詐

欺の実行行為である，Ｆの改修工事についてＤがお布施で建てるなどと工事

発注先の業者に話しているのを，止めようともしていなかったことになる。

しかしながら，被告人はＦについて，いずれ理事長の地位を受け継ぐと前任

の理事長から言われていたというのであるから，建替工事の帰趨については

その利害関係は深く，多大な関心を抱いて然るべき立場といえるのであって，

前記のような被告人の供述する被告人の行動は，このような立場に照らすと

かなり不自然，不合理な行動であるといえ，その内容をそのとおり信用する

ことはできない。加えて，自己がＦの理事や理事長になった後も工事の進捗

などに関心を払っていた形跡はまったくうかがわれないことも，被告人の供

述する被告人の立場を前提にするとかなり不可解であって，尚更そのとおり

信用することはできない。 
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    また，本件各工事の資金計画について，Ｄから海外から融資を受ける予定

と聞いていたというが，被告人自身，本件詐欺の以前から海外からの融資話

が円滑に進んでいないことは認識していたというのであり（第１０回被告人

供述１０頁），そもそも１００億円という莫大な融資が保険料を支払っただ

けで一般人に実行されるとは通常は考え難いのであって，被告人がＤの述べ

る投資話に疑いを持たなかったというのも信じ難いものがある。本件当時，

Ｄの会社は少なくとも約２億円の債務を負っており，株式会社Ｎからさらに

１億５０００万円の融資を受ける必要があるような経営状況であった上，株

式会社Ｎへの返済が滞り，本件の数か月前には被告人所有の不動産を追加担

保に供する事態にまで陥っていたというのであるから，被告人が，Ｄないし

株式会社ＴにおいてＥ株式会社からの３億円もの融資金を返済する意思ない

し能力があると誤信していたものとは到底思われない。 

    さらに，被告人は，本件各工事について，Ｗ総長からＤが委任を受けたと

聞いて信用したとも供述するところ，宗教法人法の規定にも明確に反し，ま

た，前記のとおりＣ寺の住職としてＡの管長から許可を得る手続をとったこ

ともある被告人が，何らの特段の事情もないのに，管長ではなく総長からの

委任状があれば充分であると信用したとはにわかには信用しがたく，工事の

発注権限について誤信していたものとも到底思われない。 

そして，本件各工事がいずれもＡに関連するものであり，かつ，Ａの総長

とも関わりのあるような規模の話であることからすると，Ｄが単独で，自己

の判断で全て実行できるものとは考え難く，むしろ，被告人の関与があって

こそ成り立つものと言えるのは既に述べたとおりである。そうすると，Ｄが

全て単独で行ったという趣旨の被告人供述は，その供述内容自体，不自然不

合理であって，到底信用できるものではない。 

６ 結論 

以上のことからすると，前記のとおり，被告人の供述及び共犯者Ｄの証言以
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外の証拠から，ＤのＪに対する一連の行為が，３億円の詐取に向けた行為であ

ることを被告人が認識していること，及び，被告人とＤとの間に共謀があった

こと，がそれぞれ推認できるところ，上記のとおりの被告人の供述によっても，

上記推認が揺らぐことはないから，結局上記推認のとおり認定することができ

る。 

よって，被告人とＤの間に共謀が認められ，被告人に故意も認められること

から，被告人には詐欺罪が成立する。 

第２ 判示事実第２について 

１ 判示事実第２記載の事実のうち，被告人に電磁的公正証書原本不実記録・同

供用罪が成立することについては争いはなく，被告人が背任罪における他人の

ための事務処理者と言えるか，及び，被告人がその認識を有していたと言える

かについて，争いがある。 

この点について，弁護人は，宗教法人Ｃ寺が，本件借入金等を株式会社Ｎと

の間で定めた支払期限までに同社に支払わなければ，本件不動産の所有権を同

社に移転する登記を行うことを了承する旨の合意は，通謀虚偽表示により，あ

るいは，宗教法人法２４条本文，２３条１号に反し，いずれも無効であるから，

被告人は他人のための事務処理者と言えないし，仮に合意が有効であったとし

ても，被告人は，形式的に担保提供の合意をするとの認識であったのであるか

ら，被告人に他人のための事務処理者であることの認識はなかったと主張する。 

２ そこで検討するに，本件で１億５０００万円の融資を行った株式会社Ｎの代

表取締役であるＯ証人 Ｖ教団の本

部の敷地の中にある教祖の自宅で，Ｃ寺の工事の関係で，株式会社Ｎが宗教法

人Ｃ寺に１億５０００万円を融資すること，及び，本件別紙物件目録記載の１

ないし１０の物件について，登記留保をする，すなわち，これらの物件につい

て売買契約等を結び，登記を移すことができる書類を全て整えた上で，それを

実行しないで権利証を預かって留保し，仮に融資金の返済がなされなかった場
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合には，売買を原因とする所有権移転登記手続をするという内容の融資及び担

保に関する契約を締結した（Ｏ

約の場には，Ｏのほか，司法書士のＰ，Ｉ，Ｄ及び被告人がおり（Ｏ証言１２，

１３頁），ＯとＰ Ｐが被

告人に対し，本人確認書類を求め，パスポートのコピーを入手したこと（Ｏ証

返済がされなかったので，同年１２月１６日，被告人の自宅で，前記と同様の

登記留保の方法で，本件別紙物件目録記載の１１の物件を担保に取ったこと

（Ｏ Ｏ及びＰにおいて，追加の契約

の確認をしたこと（Ｏ証言２１，２２頁）がそれぞれ認められる。 

なお，証人Ｏの証言は，同席した司法書士の証人Ｐの証言ともよく整合して

いるほか，取り交わされた各契約書類の記載を矛盾なく説明できるという意味

で，これら契約書類とも整合しているといえる。そして，本件では，１億５０

００万円が実際に融資されているところ，このような莫大な金額の融資であれ

ば，返済がされなかった場合のリスクに備えて担保を取るというのが，経済活

動上，債権者がとる合理的な行動と言えるから，上記のような登記留保の方法

で本件各不動産を担保にとることとしたという内容自体が虚偽のものであると

か，何らかの仮装であるとは認められない。 

そうすると，被告人が，客観的には背任罪における事務処理者の地位にあっ

たことは否定できない。 

３ 弁護人は，本件別紙物件目録記載の物件には，担保としての価値を有しない

物件も含まれていること等を指摘し，本件合意が通謀虚偽表示である表れであ

るとも主張する。しかし，本件別紙物件目録記載の各不動産を担保に取ったの

は，本件の融資がＣ寺の建替工事に関するものであることから，Ｃ寺の建替部

分の土地を担保に取るという点に意義があったと考えられ，証人Ｏも同趣旨の

ことを証言している（Ｏ証言４頁）。このような考えの下に，担保に取る不動
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産を選択することは何ら不自然なものではなく，むしろ経済活動として合理的

なものであるから，その中に，不動産自体の評価として価値がないものが含ま

れていることが，前記の認定に合理的な疑いを生じさせるものではない。 

４ また，弁護人は，本件では公告や管長の同意がないことには争いがないとこ

ろ，宗教法人法２３条は，担保提供の際に公告や宗派管長の同意が必要である

ことは明らかであり，借入金の返済がされなくても，担保提供時点で公告や同

意がない限り，合意は無効であり，移転登記義務や公告をする義務は生じない

と主張する。 

確かに，宗教法人法２３条の規定上は，売買や担保の提供の時点で公告や同

意を要求しているようにも読める。しかしながら，本件は，上記のとおり，登

記留保という方法による担保提供を行ったものと認められ，その合意内容は，

借入金の返済がなされないこととなった時点で，売買の形式による不動産登記

の移転を行うのであって，それまでは売買の効力も生じないし，登記移転義務

も生じないとするものである。そうすると，登記移転義務が生じなければ，公

告や同意といった面倒な手続をとらなくてもよいし，逆に，支払が滞り，売買

の形式による登記移転義務が生ずることとなった際に，始めて公告や同意の手

続をとる必要が生じると解するのが，当事者間の合理的意思解釈として最も妥

当であると考えられる。このことは，契約に際して取り交わされた書面の中に，

「売買に際し，売主は，売買契約のために売主の規則上必要とされる手続を全

て適法に完了していること，及び，この契約のために宗教法人法上必要とされ

る手続を全て適法に完了していることを表明すること」との記載があること

（甲２資料１－２）や，株式会社Ｎが被告人らに送付した内容証明郵便に，

「担保として」「預かっている不動産の所有権を移転するための公告を」「行う

ことを求めます。」（甲４資料２）との記載があることによっても裏付けられて

いる。 

そうすると，本件において，公告や同意のないことが，当事者間の合意の無
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効に結びつくことはなく，弁護人の主張は採用できない。 

５ 被告人の故意について 

 被告人は上記２記載のとおりの契約締結の際に同席してその説明を受けて

いたのであるから，通常はその事実を認識していたものと考えられ，故意に

欠けるところはないし，仮に宗教法人法の解釈について誤解していたとして

も，法の不知と言えるから，いずれにしても故意に欠けるところはないと考

えられる。 

 これに対し，弁護人は，被告人は，形式的に担保提供の合意をするとの認

識であったのであるから，被告人に他人のための事務処理者であることの認

識はなかったと主張し，被告人も，これに沿い，当公判廷で概要以下のとお

り供述している。 

    １７日の合意の以前に，Ｄから，同人の会社

が株式会社Ｎからお金の借入れをするので，お寺の土地を担保にできないか

Ｄは，担保でなくて構わない，金主

に対し，お寺の事業の内容を見せるパフォーマンスとして，権利証を預けて

くださいと言ってきた，謄本は汚さないというので，それを信頼して，権利

Ｄ

から，Ｏ証人が借入れの打合せのために来るということ，この件についてＯ

証人から何か話があるかもしれないが，それは住職に関係のないことだから，

聞き流して結構ですと言われていたので，Ｏ証人の話は聞き流しており，生

返事をしていたような状況だった。Ｐ証人の説明も，詳しく覚えていない

（第９回被告人供述１０，１１頁） Ｄがお寺を訪ねてきて，お

布施と称して２０００万円を持参してきた。私は，Ｄの会社が１億５０００

万円を借りるのに，私が権利証を預けるという便宜を図ったお礼で持ってき

Ｏ証人とＰ証人とＣ寺で会ったのは事実であるが，その日はＤから連絡があ
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り，Ｏ証人が挨拶だけしたいと言っている，法話でもしていただけたらと思

う，と言われたので，その場で法話をしたが，次の法事があったのですぐ席

を立った。事前にＤから，追加担保のことについて触れたような話があった

が，その場では，そのことについては一切言われなかった（第９回被告人供

述１２ないし１４頁） 株式会社Ｎから登記移転を求める内容証

明が来てびっくりし，慌ててＤに問いただしたところ，Ｄが無断で担保に供

していたことが判明した，などというのである。 

 被告人の供述を前提に考えたとすると，被告人は，自らが住職を務めるお

寺の敷地等の権利証という，被告人にとって最も大切な書類の一つと思われ

る書類を，Ｄに言われるがままに，金主に見せるだけのために預けたと言い

ながら，その後，２年以上，その書類の返還を求めたりすることなく放置し

ていたということになるが，これはあまりにも不自然，不合理である。しか

も，Ｄから一旦は担保として土地の提供を求められ，これを断った後に，見

せるだけと言われたというのであれば，通常の一般人であれば，それでも無

断で担保提供するのではないかと疑い，担保提供していないことの確認や，

一定期間後の返還を強く求めるものであって，被告人の供述するその対応は

一層不自然である。 

また，被告人は，契約説明の場には同席していたのであり，本人確認の資

料としてパスポートの写しが司法書士の書類の中にあることからすると，こ

のような極めて個人的な情報は，被告人自身が交付したものと合理的に推認

できるところ，何のために必要であるか訳も分からないままこのような個人

的な情報の入った資料を渡すことは考えられず，契約の説明を聞き流してい

たとか，契約の説明を受けていなかったなどというのはおよそ考え難い。 

そうすると，被告人の当公判廷における供述は信用できない。 

６ 結論 

以上のことからすると，被告人は他人のための事務処理者にあたり，かつ，
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その認識があったにもかかわらず任務に違背する行為をしたと言えるから，被

告人には背任罪が成立する。 

（法令の適用） 

 被告人の判示第１の所為は刑法６０条，２４６条１項に，判示第２の所為のうち，

任務違背の点は同法６０条，２４７条に，虚偽の申立てにより登記簿原本に不実の

記載をさせた点は各不動産ごとに同法６０条，１５７条１項に，不実の記録を公正

証書の原本としての用に供した点は各不動産ごとに同法６０条，１５８条１項，１

５７条１項にそれぞれ該当するが，各登記簿原本の不実記載とその各供用との間に

はそれぞれ手段結果の関係があり，また，判示第２は，１個の行為が２５個の罪名

に触れる場合であるので，同法５４条１項前段，後段，１０条により結局以上を１

罪として犯情の最も重い背任罪の刑で処断することとし，判示第２の罪について所

定刑中懲役刑を選択し，以上は同法４５条前段の併合罪であるから，同法４７条本

文，１０条により重い判示第１の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人

を懲役６年に処し，同法２１条を適用して未決勾留日数中３３０日をその刑に算入

することとし，訴訟費用は，刑事訴訟法１８１条１項ただし書を適用して被告人に

負担させないこととする。 

（量刑の理由） 

詐欺事件について見ると，本件は，被告人の宗教法人における社会的地位に対す

る被害会社の信頼を悪用し，発注権限のない工事の発注と引き換えに３億円という

極めて多額の金銭を騙し取ったもので，犯行態様は悪質であり，今後もその弁済が

見込まれるような状況にないことを考慮すると，犯行の結果も極めて重大である。

背任等事件についても，１億５０００万円という多額の融資金に対する担保の実行

が妨害されたというもので，同様に犯行の結果が重大であるばかりでなく，虚偽の

不動産登記を作出して妨害した点で，その犯行態様も悪質であり，不動産登記に対

する社会の信用も著しく害されている。以上のことからすると，本件全体の犯情は

非常に悪質である。 
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このような一連の犯行において，被告人は実行行為をほとんど分担はしていない

ものの，本件犯行はいずれも被告人に対する被害会社らの信用を基礎にしたものと

言え，被告人がいなければなし得なかったものである。そして，前記のとおり，被

告人と共犯者との間には証拠上地位の優劣は付けがたく，そのような意味で被告人

が従属的な地位にあったとは評価できないことからすると，被告人が実際に得たと

認められる金銭は被害金額に比して一部にとどまるものであることを考慮しても，

その役割は必要不可欠で重要なものであったと言わざるを得ない。そうすると，被

告人に対する責任非難は重いのであって，被告人が当公判廷において，いずれも共

犯者に責任を押し付けるかのような不合理な弁解に終始していることも踏まえると，

被告人に対する刑事責任は重大である。 

 以上のことからすると，被告人に前科前歴はないことを考慮しても，主文掲記程

度の量刑はやむを得ないものと判断した。 

 よって，主文のとおり判決する。 

（求刑 懲役７年６月） 

平成３０年５月２４日 

大阪地方裁判所第１刑事部 

裁判長裁判官   香 川 徹 也 

裁判官   渡 部 五 郎 

裁判官   野 上 恵 里 

（物件目録省略） 

 


